
見 積 書 

提出期限 
令和８年４月 14日 午後 ３時 ０８１００２              様式１（表） 

物 品 供 給 見 積 書 

令和  年  月  日  

大阪市 契約担当者 
大阪市東住吉区長        様 

 住所又は事業所所在地 

商 号 又 は 名 称 

氏名又は代表者氏名 

 

 
印   

 下記について見積条項に従い、次の金額で見積ります。 

なお、関係法令・貴市関係規定および裏面記載の契約条項に従い契約を履行します。 

 
 見積金額 

  百万  千  円 

          

 

 

契約金額 
  百万  千  円 

 

         

 課税事業者 

 うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額      円 

 免税事業者 

  契約金額は、見積金額に当該金額の 100分の 10を上積みした額（当該金額に１円未満の端数があるときは、 

その端数を切り捨てた額）です。 

 なお、契約相手方となった場合には、商号、所在地及び契約金額等を公表することがあります。 

 記 
 
物 品 名 称 ナス苗 外 33点 

納 入 期 限 令和８年５月 14日、５月 28日 納 入 場 所 本市指定場所 

明 

細 

書 

品     名 形 状・寸 法・摘 要 数   量 

別紙のとおり   

   

   

   

（見積条項）    裏面のとおり 

本書のとおり契約を締結する。 
 

１ 契約方法           ２ 契約保証金 

  随意契約             契約金額の５/100以上 

（金        円） 

地方自治法施行令          履行保証保険 

第 167条の２第１項第 号      免除 

支 

出 

科 

目 

年度 会計 

    

款 
 

  
項 

 
  
目 

 
用途    

節 
 

摘要 

   

細節 
 

  

起案 令和   ・   ・   

決 
 

裁 

局長 部長 課長 課長代理 係長 係員 

決裁 令和   ・   ・    

    

大東住   契第   号 

 
 
 
 



様式１（裏） 
見積条項 
１ 見積書は、その提出した見積書の書換、引換または撤回をすることができない。 

２ 価格決定に当たっては、見積書に記載された金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額（加算した金額に 1円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた額）をもって決定価格とするので、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を見積書に記載すること。 

３ 大阪市契約規則第 28条第 1項各号の 1に該当する見積は無効とする。 

４ 合計金額に 1円未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 

５ 個人は本人、法人は代表者又はそれぞれの委任状を提出し、確認を受けた代理人が記名押印すること。 

 

契約条項 
（検査の時期） 

１ 大阪市（以下「発注者」という。）は、供給人（以下「受注者」という。）から給付の完了の通知を受けた日から 10 日以内に検査を行う。 

（契約代金の支払い時期） 

２ 発注者は、受注者から適法な支払い請求を受けた日から 30 日以内に契約代金を支払う。 

（受注者の履行遅延の場合における損害金） 

３ 受注者の責めに帰する理由により契約の履行を遅延した場合は、受注者は、大阪市契約規則（昭和 39 年大阪市規則第 18 号）第 56 条

の規定による延滞違約金を発注者に支払う。 

（発注者の契約代金支払いの遅延の場合における損害金） 

４ 発注者の責めに帰する理由により契約代金の支払いを遅延した場合は、発注者は、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅 

延防止等に関する法律第 8条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を受注者に支払う。 

（契約保証金の帰属等） 

５ 受注者の責めに帰する理由による履行遅延その他契約の不履行の場合においては、契約保証金を次のとおり処分する。 

(1)大阪市契約規則第 38 条の規定による。 

(2)大阪市契約規則第 61 条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、発注者に帰属する。 

（契約に関する紛争の解決方法） 

６ 本契約に関し紛争が生じた場合は、大阪市契約規則及び大阪市会計規則によることとし、万一、解決に至らないときは、発注者と受注

者とが協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼する。 

  なお、この仲裁のために要した費用は、発注者と受注者とが平等に負担する。 

 

暴力団等の排除に関する特記事項 
１ 暴力団等の排除について 

(1) 発注者は、大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号。以下「条例」という。）第 8条第 1項第 6号に基づき、受注者（受 

注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）が条例第 2条第 2号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」 

という。）又は同条第 3号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められた場合には、この契 

約を解除する。 

(2) 発注者は、条例第 8条第 1項第 7号に基づき、条例第 7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）が暴力団員又は 

暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等 

との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。 

(3) 受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしては 

ならない。 

(4) 受注者は、下請負人等に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他 

の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はそ 

の他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。  

(5) 第１号及び第 2号の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の 100分の 20に相当する額を違約金として発 

注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(6)  受注者及び下請負人等は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9条に規定す 

る不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業 

を所管する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等 

に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(7)  受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12条に基づく公表及 

び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。 

(8)  受注者は第 6号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。  

(9) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害される 

おそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとす 

る。 

２ 誓約書の提出について 

  受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。 

ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 



仕様書 

 

１ 案件名称 

ナス苗 外 33点買入 

 

２ 品名、形状・寸法・仕様 等 

別紙明細書のとおり 

 

３ 納入期限（分納） 

本契約に係る納入は、次のとおり２回の分納により行うものとする。 

１）第 1期納入期限 令和８年５月１４日まで 

２）第 2期納入期限 令和８年５月２８日まで 

※物品ごとの納入期日は、別紙明細書のとおりとする。 

 

４ 納入場所 

クラインガルテン広場（大阪市東住吉区矢田１－１６－２２） 

 

５ 特記事項 

・本仕様書に記載がないこと及び疑義については、見積までに下記「６ 担当者」に確認するこ

と。なお、落札後の疑義については、本市の解釈とする。 

・参考製品以外の納入を予定している場合は、見積までに下記「６ 担当者」に確認をすること。 

・契約金額には、配送料等本契約にかかる全ての費用を含むものとする。 

・契約締結後、速やかに単価のわかる内訳明細書を下記「６ 担当者」へ提出すること。 

・納入日時及び納入場所については、事前に下記「６ 担当者」と打ち合わせをすること。 

・納入時における搬入用車両の駐車場所については、下記「６ 担当者」の指示に従うこと。 

・納入に際しては建物及びそれに付随する設備等を損傷することのないよう、十分な措置を講

じること。万一、納入先の建物や建物等に付随する設備又は第三者に損傷を与えた場合は受注

者において完全に修復、補償すること。 

・項目番号ごとに同一メーカー、同一製品を納入すること。（花種の色違いについては、他メー

カーとの組み合わせは可） 

・納入時に発生したごみは持ち帰ること。 

 

６ 担当者    

東住吉区役所区民企画課  

担当：吉井、佐野 

大阪市東住吉区東田辺 1-13-4 

電話番号 06-4399-9922 

 



項

目

番

号
品　名 形状・寸法・仕様 参考製品（同等品以上は可） 数量 単位 納入期限 備考

1 ナス　苗
接ぎ木苗

品種：千両ナス
50 本 5月14日

2 スイカ　苗
接ぎ木苗

品種：赤肉大玉
3 本 5月14日

3 サツマイモ　芋づる 品種：紅あずま 400 本 5月14日

品種：紅はるか 100 本 5月14日

4 水苔

園芸用

生苔の代用として綠色に着色

したもの

①日清ガーデンメイト：水苔 mostiqueカラーモス.グリーン(メーカー型番

9416922000522)

②秋本天産物：インテリアモスグリーン(4986031123061)

③堀田産業：アート水苔　モスグリーン(商品番号FKRMOSSARTG)

1 kg 5月14日

5 ラッカセイ　種 半立性

①タキイ種苗：落花生（半立性）（ATY751）

②サカタのタネ：千葉半立ち落花生（927570）

③日本農産種苗：落花生（4960599176202）

50 粒 5月14日

6 ヒマワリ　種
矮性

草丈：20～80cm

①タキイ種苗：矮性ひまわり・F1スマイルラッシュ（FHM416）

②サカタのタネ：ミニひまわり 「小夏」（a0569）

③トーホク：ミニひまわり　ちーくまくん（4974960043840）

200 粒 5月14日

大輪系

花径：25～30cm

草丈：2m以上

①タキイ種苗：ひまわり・大輪一重咲黄色（FHM111）

②サカタのタネ：ひまわり 「巨大輪咲 ロシア」（907541）

③アタリヤホールディングス：巨大輪 ビックひまわり (4580593363769)

80 粒 5月14日

7 コスモス　種
カラー：混合

草丈：50～80㎝

①タキイ種苗：コスモス・ソナタプレミアムミックス（FCS380）

②サカタのタネ：コスモス 「ドワーフセンセーションミックス」（907184）

③トーホク：早咲コスモス（混合）（4974960004773）

400 粒 5月14日

8 有機質配合肥料
成分：窒素5～７％、リン酸5

～7％、カリ5～7％

①刀川平和農園：配合肥料（4907038044265）

②サンアンドホープ：有機配合肥料（4543693012395）

③東商：配合肥料（4905832290307）

20 ㎏ 5月14日

ボカシ肥料（有機質肥料を微生物

で発酵・分解させた肥料）

成分（％）：窒素3～5、リン酸５

～７、カリ２～5

サイズ：「大粒」の表記

①レバープランツ：ボカシ肥料大粒（メーカー型番 N5-P5-K5）

②日清ガーデンメイト：醗酵油かす （4560194952043）

③東商：超醗酵油かす おまかせ（4905832003129）

3 ㎏ 5月14日

9 育苗培土
主原料：ピートモス

容量：28L
秋本天産物：花咲き物語（4986031111280） 20 袋 5月14日 【製品指定】

10 園芸用土 ケト土

①サンアンドホープ：ケト土（4967812822489）

②刀川平和農園：ケト土（4907038036970）

③あかぎ園芸：けと土　2L（ 4939091150218）

5 ℓ 5月14日

11 桐生砂 サイズ：「小粒」の表記

①瀬戸ヶ原花苑:桐生砂　小粒　１５L(0100720)

②盆栽妙：桐生砂【小粒5mm】（ASIN:B09RFBNRV2）

③プランテーションイワモト：焼成 桐生砂【小粒】（ASIN:B01MDM1VEX）

40 ℓ 5月14日

12 バーミキュライト サイズ：「細粒」の表記

①ニッタイ：バーミキュライト　G20細粒(ASIN:B0DL3Y6LLV)

②‎Goldlife：バーミキュライト 1L  小粒 細粒（‎ASIN:B0BQQHL4C7）

③Totority：細粒膨張バーミキュライト（ASIN:B0G62W4B7D）

60 ℓ 5月14日

13 鉢底石 材質：軽石

①プロトリーフ：鉢底石（4535885055051）

②あかぎ園芸：鉢底の石（4939091451018）

③刀川平和農園:育ちも良くなる！鉢底の石(4907038047006)

100 ℓ 5月14日

14 マルチバーク
原料：樹皮

50L入り

①富士見工業：マルチバーク（メーカー型番525）

②上田林業：くつきマルチバーグ（ASIN:B0B3MCSYKY）

③兵庫バークセンター：マルチバーク（030-GMZ-B50bEx）

50 L 5月14日

15 殺虫剤

トレボン乳剤

有効成分：エトフェンプロッ

クス10%～20％

①エムシー緑化：トレボン乳剤30ml(4571151612061)

②サンケイ化学：トレボン乳剤 100ml(4511966012786)

③三井化学クロップ＆ライフソリューション:トレボンEW乳剤500ml 

(ASIN:B07R24MSJR)

30 ml 5月14日

粒剤

成分：チアメトキサム、シアントラ

ニリプロール

両方または片方の成分を含むもの

①シンジェンダ：ミネクトデュオ粒剤3kg(4543887108910)

②日本農業システム：アクタラ粒剤５(商品番号0201000910409)

③日本曹達：アベイル粒剤(4961010615133)

3 kg 5月14日

明細書（第1期納入期限）



項

目

番

号
品　名 形状・寸法・仕様 参考製品（同等品以上は可） 数量 単位 納入期限 備考

16 虫除けスプレー
200ｍｌタイプ

家庭用市販品で可

①アース製薬：サラテクト(4901080168313)

②フマキラー：スキンベープ(4902424433050)

③大日本除虫菊：虫よけキンチョールＤＦ(4987115540958)

3 本 5月14日

17 替刃

刃長:250㎜

ピッチ:1.75㎜

板厚:0.5㎜

岡田金属工業所：ゼットソー硬木250 替刃（品番15204） 1 本 5月14日 【製品指定】

刃長:270㎜

ピッチ:1.7㎜

板厚:0.7㎜

レザーソー工業：ＲＡＺＯＲＳＡＷ ＬＢ２７ 竹挽 替刃（品番R715） 1 本 5月14日 【製品指定】

18 カラーワイヤー

番手：#16（線芯1.1mm～

1.2mm）

カラー：黒

①ダイドーハント：カラーワイヤー（品番10155848）

②TRUSCO：カラー針金　黒（TCW-16BK）

③フジテック・ジャパン：カラー針金ブラック（品番#16×10）

100 ｍ 5月14日

番手：#18（線芯0.85mm～

0.90mm）

カラー：黒

①ダイドーハント：カラーワイヤー（品番10155847）

②TRUSCO：カラー針金　黒（TCWS-12BK）

③フジテック・ジャパン：カラー針金ブラック（品番#18×10）

40 ｍ 5月14日

19 白木杭
園芸用丸杭φ60mm

長さ100～130cm
10 本 5月14日

20 農用ラベル
縦型　白色

幅5ｃｍ×高さ30～40cm

①大阪浪花園芸：農用ジャンボラベル A 5x30cm(6260207050) 

②セフティー３：大型ラベル(注文コード67392806 品番50X360mm)

③GARDEN FRIENDS：立型フラワーラベル50×360mm(注文コード65046696)

100 枚 5月14日

21 じょうろ 水撒き用：6～７リットル

①新輝合成：トンボじょうろ 6型（4973221100032）

②アイリスオーヤマ：アイリスジョーロ アイボリー IJ-65(4967576212113)

③コーナン :オリジナル じょうろ　６Ｌ(4522831919949)

3 個 5月14日

22 ほうき 長柄：110～130cm

①アズマ工業：azuma BR529 化繊ほうき 細穂長柄（4970190270926）

②ジョインテックス：黒シダほうき 長柄 N127J(4547345032014)	

③山崎産業：SW庭箒ネオ 長柄 (メーカー型番	BR838-00LU-MB)

3 本 5月14日

23 くまで 全長130～160cm

①伝蔵: A016 荒熊手 12本爪(4958627060913)

②高儀: takagi パイプ柄 プラくまで大(4907052741386)

③コンパル： ウルトラ熊手　大（メーカー型番491203）

3 本 5月14日

24 園芸用散水ノズル

散水パターン：6種以上

適合ホース内径：15mm

適合ホース外径：20mm

①藤原産業：セフティー3散水ノズル SSN-1 7パターン（4977292654500）

②GARDEN FRIENDS：散水ノズル PGセブンSP17（4969968381438）

③高儀： 散水ノズル 7パターン NZ-7A(商品番号： 20250818145945_218)

3 個 5月14日

25 PPロープ

太さ：5mmまたは6mm

長さ：200ｍ

カラー：白

①TRUSCO：幅6mmX長さ200m 白 （PP-6200）

②ホリアキ：ハートインＰＰロープ径6mm×200m(4960590303584)

③エスコ：6.0mmx200mPPロープ(白)（4518340247208）

2 巻 5月14日

26 ゴム手袋

材質：ニトリルゴム、粉無し

サイズ：M

カラー：ブルー

１箱：100枚入り

①日本製紙クレシア：プロテクガード ブルーニトリルグローブ（品番69322）

②ショーワグローブ：ニトリスト・タフ手袋（4901792020961）

③ファーストレイト：ニトリルグローブV(4582465650021)

4 箱 5月14日

27 不織布シート
農業用

幅120ｃｍ×長さ50ｍ

①農業屋：農業用不織布　べたがけガード(5801657×50)

②シンセイ：らくらくガードスーパー(4582193311577)

③岩谷マテリアル：NEWアイホッカ　#18(0405427221005)

1 巻 5月14日

28 黒マルチシート

厚さ0.02ｍｍ×幅95cm×長さ

100ｍ

穴無

①ナフコ：NPB黒マルチ ( 4933136985094)

②岩谷マテリアル：耐熱黒マルチ(4980356008324)

③シンセイ：黒マルチ センターライン無(ssi-624074)

1 巻 5月14日

注）記載の数量以上の納入は可です



項

目

番

号
品　名 形状・寸法・仕様 参考製品（同等品以上は可） 数量 単位 納入期限 備考

29 ペンタス　苗
3～3.5号ポット

カラー：赤
35 個 5月28日

30 ジニア・プロフュージョン　苗
３～3.5号ポット

カラー：オレンジ
35 個 5月28日

31 ダールベルグデージー　苗
３～3.5号ポット

カラー：黄
35 個 5月28日

32 栄養系コリウス　苗
３～3.5号ポット

カラー：ミックス
35 個 5月28日

33
ファリナセア（ブルーサルビ

ア）苗

３～3.5号ポット

草丈：20～30cm程度
35 個 5月28日

34 プラスチック鉢

材質：ポリプロピレン

カラー：白系

容量：4.5L～5L

①リッチェル：ノヴェルポット25型Nアイボリー（メーカー型番60734064）

②大和プラ販:ヤマトグレイスポット25型 5L アイボリー（4903266714895）

③アップルウェアー:クレストプランター丸260型ホワイト（4905980124783）

32 個 5月28日

注）記載の数量以上の納入は可です

明細書（第２期納入期限）



 

グリーン配送に係る特記仕様書  

 

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、

大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければなら

ない。 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン

配送適合車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車

がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。 

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使

用する場合はこの限りではない。 

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提

示を求めた場合には、協力すること。 

 

 

大阪市グリーン配送に関する問合せ 
 
大阪市環境局環境管理部環境規制課 
 自動車排ガス対策グループ 
電 話：０６－６６１５－７９６５ 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM法）」に定める窒素酸化物排出基

準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暴力団等の排除に関する特記仕様書 

１ 暴力団等の排除について     

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、 

  大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。）第 2条第 2 

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3号に規定する暴力団密接 

関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・ 

原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

(2) 受注者は、条例第 7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴 

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入 

契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる 

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ 

せなければならない。  

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら 

れる者から条例第 9条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、 

速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担 

当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければ 

ならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者 

から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告すると 

ともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかった 

と認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停

止措置を行うことがある。 

(5) 受注者は第 3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に 

  協力しなければならない。 

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの 

不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行 

日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じること 

とする。 

 

２ 誓約書の提出について 

    受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しな

ければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 

 



特記仕様書 

 

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法

又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の東住吉区役所総務

課（連絡先：０６－４３９９－９６２５）に報告しなければならない。 



生成 AI利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用す

る場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI利

用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下

の利用規定を遵守すること。 

  

生成 AIの利用規定 

 

• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規

定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。 
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます 

  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html 

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。 

• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービ

スには利用しないこと。 

• 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権

を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原

則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合

は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として

利用する際は発注者の同意を得ること。 

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意の

みで利用可能な生成 AIの利用を禁止する。 

• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最

新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AIによる回答を得る目的での利用を禁止する。 

• 生成 AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。 

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。 

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入

力及びそのおそれがある入力を禁止する。 

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認

すること。 

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必

ず自ら確認すること。 

• 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者

が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。 

• 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表

等）する場合は、生成 AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。 

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティ

の確保を徹底して適切に運用すること。 


